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令和３年度  事 業 計 画 書 
 

  令和３年４月１日から 令和４年３月３１日まで 
 
 

 
 

特定非営利活動法人 ピアサポートネットしぶや  
  

１ 事業実施の方針 
 昨年同様、新型コロナウィルス感染対策をしながら、自立応援プログラムを行う。被災地支援活動は、
昨年に引き続き、東洋学園大学から協力要請があり、感染状況次第になるが、再開する見込みである。 
孤立・孤独が社会問題化し、政府は担当相を配置したが、小中高校生の自殺者や心の不調に関する調査結
果を通じて、さらなる悪化が懸念される。可能な限り、事務所を開き、対応する。 
 特に、代々木中学校での校内居場所は新年度も継続が決まり、他学年や他校への展開をはかる。校内で
居場所を行うことで、登校しているが、人間関係をこじらせたり、より深い精神的苦痛を感じていたり、
登校しぶりや不登校に進展しそうな生徒に出会える。対象者の把握は以前からの課題だったが、対象者に
直接かかわれる機会を得たので、重点化して取り組む。 
 
（１）事業 
自立応援プログラム 
個別多様化している若者をめぐる問題に対して、個々の状況に応じたきめ細かい支援を行う 
・ピアサポート活動を通じて生じる変化に迅速に対応し、モチベーションが維持する支援を行う 
・公立中学校での校内居場所活動を通じて、登校しぶりや不登校への予防・防止を行う 
・生きづらさを確認しながら、試行錯誤しながら、やり過ごせるように取り組む 
・区内中学校でのシブヤ科授業の実施 
 
（２）組織体制 
・オリンピック・パラリンピック東京大会を活用し、ピアサポート活動の普及啓発の契機とする 
・個別多様化している若者をめぐる問題に対応できるピアサポーターの育成を行う。 
 
（３）財政基盤 
・コロナ下でも、持続可能な資金的基盤を構築する 
・自立応援プログラムを通じて、活動の理解を促し、資金的な協力を求める 
・リモートに対応するため、ＩＣＴ環境の見直しを行う 
・未使用ハガキの募集を継続し、通信費に活用する 
 
 ２ 事業の実施に関する事項 
 （１）特定非営利活動に係る事業 

   

事業名 事 業 内 容 
実 施 

予 定 

日 時 

実 施 

予 定 

場 所 

従事者 

の予定 

人 数 

受益対象者 

の範囲及び 

予 定 人 数 

事業費の 

予定額 

（千円） 

生きづらさ
を感じる子
ども・若者
とその家族
及び関わり
を持つ者に
対する相談
事業 

来所による対面面談を原則
として、専門相談員が対応
する。 
①事前相談 
②個別相談 
③家族セミナー 
 

①②平日 
10:00～18:00 
（コロナ対応
で時短の場合 
10:00～16:00 
あるいは10:0
0～17:00） 
③休日午後 

①②事務所 
③都内 
 

①2名 
②2名 
③2名 

概ね15歳以上
の本人及びそ
の家族 
①ﾒｰﾙ250件 
電話100件、
来所30件 
②当法人と契
約をした概ね
15歳以上の本
人及びその家
族 
メール500件 
電話100件、
来所30件 
③4回 
参加者20名/
回（東京都合
同相談会等） 

1,000 



自宅以外の

居場所の提

供事業 

他者と適度な交わり、距離
感を体感し仲間づくりや学
びのきっかけづくりを行
う。 
①フリーティス 
②居場所・フリースペース 
③夜の居場所 

①平日、1教
科週1回 
90分 
②月曜日を除
く平日193日 
女子向け月1
回、校内居場
所月4回 
③月１回17:3
0～20:30（計
54回 

①事務所 
②事務所,レ
ンタルスペー
ス、公立中学
校 
③公共施設4
ヵ所、自営飲
食店（計5ヵ
所） 

①2名 
②11名 
③5名 

当法人と契約
をした概ね15
歳以上の本人 
①3名 
②35名（のべ
参加者数500
名） 
③概ね10～18
歳までの本人
とその家族 
各5名 

5,001 

不登校・ひ
きこもり等
の状態にあ
る子ども・
若者とその
家族への訪
問相談・支
援事業 

自宅等に訪問し、本人への
働きかけ、家族との面談を
行う。 
①アウトリーチ型支援 
②渋谷区教育センター等へ
の協力（小中学生対象） 
③家族支援（交流会・学習
会） 

①平日1～2時
間 
②平日1～2時
間 
②月1回 

①家庭訪問、
公共機関、喫
茶店等 
②家庭訪問、
送迎、保健室 
③事務所 

①10名 
②3名 
③2名 

当法人と契約
をした概ね15
歳以上の本人
とその家族 
①20名②3名 
③50名 

3,077 

体験活動等
を含む就労
に向けた準
備支援事業 

協力・受入企業等との連携
のもと、社会参加ボランテ
ィア活動や就労に向けた研
修、職場訓練をサポートす
る。 

平日 
事務所、渋谷
上原社会教育
会館、ケアコ
ミュニティ原
宿の丘,ガー
デンプレイス 

10名 ①当法人と契
約をした概ね
15歳以上まで
の本人10名 

1,707 

学力の補充
や学び直し
への学習支
援事業 

高卒認定や大卒の資格習得
など、学び直しをサポート
する。CAP高等学院との連
携 
 

平日、教科週
1回90分 
 

事務所 4名 当法人と契約
をした概ね15
歳以上までの
本人2名 

647 

青少年に関す
る諸問題の調
査・研究事業 

①事例学習会 
②スーパービジョン・コン
サルティング機能（ピアサ
ポーター育成） 

①月1回 
②随時,定例
会,家族支援 

①②事務所等 ①４名 
②2名 

①②子ども・
若者の成長を
支える同世代
か年齢の近い
世代20名 

200 

青少年に関す
る講演等への
講師派遣事業 

①都立高校自立支援教育プ
ログラム 
②渋谷区シブヤ科 
③その他講演会やセミナー
など 

①②③随時 ① 広 尾、桜
町，小山台各
高校 
②代々木中学 
③講演会、セ
ミナー等の会
場 
 

①30名 
②10名 
③2名 

①生徒1,000
名 
②生徒120名
③学校、青少
年 育 成関係
者、支援者研
究者等50名。
のべ800人 

   109 

前各号に掲げ
る事業に関す
るノウハウ等
のコンサルタ
ント事業 

①内閣府アウトリーチ研修
実地研修の実施 
②渋谷ピアネット 
③高大連携（東洋学園大） 

①10月の10日
間 
②随時 
③随時,8月 

①事務所、原
宿ﾌｧﾝｲﾝ、家
庭訪問など 
②ずっとも食
堂,ガーデン
プ レ イ ス ,
代々木公園 
③都立高校,
岩手県大槌町 

①4名 
②5名 
③5名 

①青少年育成
関係者、支援
者5名 
②のべ2,000
名 
③のべ30名 

182 

障害者総合支
援法に基づく
一般相談支援
事業 

事業実施に向けて、地域生
活への移行に向けた相談、
関係機関等との連携等を行
う。 

平日 事務所 2名 障害者支援施
設、精神科病
院、児童福祉
施設を利用す
る18歳以上5
名 

50 
 



障害者総合支
援法に基づく
障害福祉サー
ビス事業 

事業実施に向けて、一般企
業等に困難な人に、働く場
を提供するとともに、必要
な訓練を行う。 

平日 事務所等 2名 当法人にかか
わる本人で手
帳を有する者
5名 

50 

その他目的を
達成するため
に必要な事業 

なし     0 

  

 （２）その他の事業 

   

事業名 事  業  内  容 
実 施 
予 定 
日 時 

実 施 
予 定 
場 所 

従事者 
の予定 
人 数 

事業費の 

予定額 
（千円） 

物品販売 なし     

  
 
 


